
第７１号議案 

 

 

 

   芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

   令和７年１１月２８日提出 

 

 

 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    

 

 

 

 

提案理由 

 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法及び教育公務員特

例法の一部改正に伴い、教職調整額を引き上げるほか、義務教育等教員特別手当を校

務類型に応じた支給とするため、この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 （芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（教職調整額） （教職調整額） 

第１９条の２ 芦屋市立学校（幼稚園を含む。）の市費支弁常時

勤務の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教

諭及び講師（以下「教職員」という。）のうち、その属する職

務の級が教育職給料表（一）の１級、２級若しくは３級又は教

育職給料表（二）の１級若しくは２級である者（指導改善研修

被認定者（教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２５

条第１項の規定による認定を受けた者であつて、当該認定の日

から同条第４項の認定の日までの間にあるものをいう。以下同

じ。）を除く。）には、その者の給料月額の１００分の１０

（幼稚園の教職員にあつては、１００分の４）に相当する額の

教職調整額を支給する。 

第１９条の２ 芦屋市立学校（幼稚園を含む。）の市費支弁常時

勤務の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教

諭及び講師（以下「教職員」という。）のうち、その属する職

務の級が教育職給料表（一）の１級、２級若しくは３級又は教

育職給料表（二）の１級若しくは２級である者には、その者の

給料月額の１００分の４に相当する額の教職調整額を支給す

る。 

２ （略） ２ （略） 
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改正後 改正前 

（義務教育等教員特別手当） （義務教育等教員特別手当） 

第１９条の３ （略） 第１９条の３ （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、２０，７００円を超えな

い範囲内で職務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員に

あつては、職務の級）の別に応じて、並びに当該教職員の校務

類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して規則で定め

る。 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、２０，７００円を超えな

い範囲内で職務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員に

あつては、職務の級）の別に応じて、規則で定める。 

３ 前項の「校務類型」とは、次に掲げる校務の種類とする。  

(1) 学級（小学校及び中学校の学級に限り、特別支援学級を除

く。）を担任する業務 

 

(2) 前号に掲げるもの以外の校務  

（特定の職員についての適用除外） （特定の職員についての適用除外） 

第２１条 第１６条、第１７条第２項及び第１８条の規定は、第

１１条第１項に規定する職並びに第１９条の２第１項に規定す

る職員及び指導改善研修被認定者に適用しない。 

第２１条 第１６条、第１７条第２項及び第１８条の規定は、第

１１条第１項及び第１９条の２第１項に規定する職にある職員

に適用しない。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 附 則 

４５ （略） ４５ （略） 

 （教職調整額の段階的引上げ）  

４６ 次の表の左欄に掲げる期間における第１９条の２第１項の

規定の適用については、同項中「１００分の１０」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

令和８年１月１日から令和８

年１２月３１日まで 
１００分の５ 

令和９年１月１日から令和９

年１２月３１日まで 
１００分の６ 

令和１０年１月１日から令和 １００分の７ 
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改正後 改正前 

１０年１２月３１日まで 

令和１１年１月１日から令和

１１年１２月３１日まで 
１００分の８ 

令和１２年１月１日から令和

１２年１２月３１日まで 
１００分の９ 

 

 

 

 （芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第２条 芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２８年芦屋市条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（勤務時間） （勤務時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市

条例第１１号。以下「給与条例」という。）第１９条の２第１

項の規定の適用を受ける教職員（管理職手当を受ける者及び指

導改善研修被認定者（教育公務員特例法（昭和２４年法律第１

号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であつて、当

該認定の日から同条第４項の認定の日までの間にあるものをい

う。）を除く。次項において同じ。）には、第３項の勤務時間

８ 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市

条例第１１号。以下「給与条例」という。）第１９条の２第１

項の規定の適用を受ける教職員（管理職手当を受ける者を除

く。次項において同じ。）には、第３項の勤務時間の割振りを

適正に行い原則として時間外勤務（第３項に規定する勤務時間

を超える勤務をいい、第６条に規定する休日における正規の勤

務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。）は命
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改正後 改正前 

の割振りを適正に行い原則として時間外勤務（同項に規定する

勤務時間を超える勤務をいい、第６条に規定する休日における

正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同

じ。）は命じないものとする。 

じないものとする。 

９ （略） ９ （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定

による認定を受けた者であって施行日の前日までに同条第４項の認定を受けていない者が当該認定を受けるまでの間におけ

る当該者に対する第１条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」とい

う。）の規定による教職調整額の支給については、改正後の給与条例第１９条の２第１項の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

71-5



参 照 １ 

 

 

芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部改正要綱 

 

１ 改正の趣旨 

  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法及び教育公務員

特例法の一部改正に伴い、教職調整額を引き上げるほか、義務教育等教員特別手当

を校務類型に応じた支給とするため、この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1)   芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

ア 教職調整額に係る率を次のとおり改める。ただし、幼稚園の教職員にあっ 

ては、１００分の４とする。（第１９条の２及び附則第４６項） 

 教職調整額 

現行 100分の4 

改正案 

令和8年1月1日から 

令和8年12月 31日まで 
100分の5 

令和9年1月1日から 

令和9年12月 31日まで 
100分の6 

令和10年 1月 1日から 

令和10年 12月 31日まで 
100分の7 

令和11年 1月 1日から 

令和11年 12月 31日まで 
100分の8 

令和12年 1月 1日から 

令和12年 12月 31日まで 
100分の9 

令和13年 1月 1日以降 100分の10 

 

イ 指導改善研修被認定者（※）には、教職調整額を支給しないこととする。 

（第１９条の２） 

※ 指導改善研修被認定者とは、児童、生徒又は幼児に対する指導が不適切で

あると認定された教諭等であって、当該認定の日から教育公務員特例法第２

５条第４項の認定の日までの間にあるものをいう。 
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ウ 義務教育等教員特別手当（第１９条の３）   

(ｱ) 義務教育等教員特別手当の月額は、職務の級及び号給並びに校務類型に係

る業務の困難性その他の事情を考慮して定めることとする。 

(ｲ) 校務類型とは、次に掲げる校務の種類とする。 

a 学級（小学校及び中学校の学級に限り、特別支援学級を除く。）を担任す

る業務 

b a に掲げるもの以外の校務 

 

  エ その他規定の整理 

 

(2)  芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正 

（第２条関係） 

時間外勤務を命じることができない教職員に、指導改善研修被認定者を追加す

る。（第２条） 

 

３ 施行期日等 

(1)   令和８年１月１日 

(2)   経過措置 

この条例の施行の際、現に指導改善研修被認定者に該当している者については、

教育公務員特例法第２５条第４項の児童等に対する指導の改善の程度に関する認

定を受けるまでの間、引き続き、当該指導改善研修被認定者の給料月額の１００

分の４に相当する額の教職調整額を支給する。 
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参 照 ２ 

 

 

   教育公務員特例法抜粋（    部分は、令和８年１月１日施行） 

 

 （校長及び教員の給与） 

第１３条 （第１項省略） 

２ 前項に規定する給与のうち地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第

２項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、前項に規定す

る者のうち次に掲げるものを対象として、これらの者が分掌する校務類型（文部科

学省令で定める基準を参酌して条例で定める校務の種類をいう。以下この項におい

て同じ。）に応じて支給するものとし、その額は、校務類型に係る業務の困難性その

他の事情を考慮して、条例で定める。 

(1) 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援

学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員 

(2) 前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学

校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又

は幼保連携型認定こども園に勤務する校長及び教員 

 

 

   教育公務員特例法施行規則（    部分は、令和８年１月１日施行） 

 

（法第１３条第２項の文部科学省令で定める基準） 

第１条 教育公務員特例法（以下「法」という。）第１３条第２項の文部科学省令で定

める基準は、次の各号に掲げる校務の種類とする。 

(1) 学級（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限

り、特別支援学級を除く。）を担任する業務 

(2) 前号に掲げるもの以外の校務 
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第７１号議案説明資料 
 

１ 条例で定める基準 
「教育公務員特例法」の一部改正により、義務教育等教員特別手当は、文部科学

省令で定める基準を参酌して条例で定める校務類型に応じて支給するとされてい

る。本市における校務類型の基準を検討した結果、法改正に伴って改正される「教

育公務員特例法施行規則（以下「省令」という。）」の参酌すべき基準と同一の内容

で定めることとする。 
 

２ 省令の参酌基準と条例で定める基準の比較 

省令 

第１条 

条例第１９条の３ 

第３項 

内 容 

第１号 第１号 学級（小学校及び中学校の学級に限り、特別支

援学級を除く。）を担任する業務 

第２号 第２号 前号に掲げるもの以外の校務 
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